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評 議 員 選 任 規 則 

一般社団法人日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 

                                        ２０１３年 ４月 １日評議員会決議 
                    ２０１３年 ９月１８日改定 
                    ２０１６年１０月 ５日改定 

 

 一般社団法人日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会定款第２３条第６項

に基づき、評議員選任規則を次のように定める。 

第１条 この規則は、当法人の評議員の選任に関して必要な事項を定めることを目的と

する。 

第２条 評議員の選任に際しては、次の事項を選任基準（以下「評議員選任基準」という。）

として考慮する。 

(1) 原則として、引続き５年以上本学会に在籍する正会員であること。 

(2) 選任される年の 7 月３１日の時点で満６４歳に達するものは評議員候補となるこ

とができない。 

(3) 申請の時点で医師免許取得後１０年以上であること。 

(4) 乳房オンコプラスティックサージャリーに関する十分な業績・実績のあること。 

（新規選任候補者にあっては、選任申請の直前の 5 年間の業績・実績を必要とす

る。） 

(5) 再任候補者にあっては、正当な理由なく連続して３回以上定時評議員会を欠席し

た者でないこと（本号の適用においては、委任状による出席は、出席に含めない。）。 

第３条 評議員候補者は、評議員の選任がされる定時会員総会の開催される年の１月１０

日までに、理事長宛の評議員選任基準審査申請書、評議員による推薦状、業績録及び別

刷（又は複写）を定款・規約委員会に提出して、評議員選任候補者の提案の申出をしな

ければならない。ただし、再任候補者については、推薦状、業績録及び別刷を提出する

ことを要せず、また、申請書は、当該定時会員総会の開催に係る理事会の３日前までに

提出すれば足りる。 
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２ 理事長は、すべての評議員候補者について、評議員選任基準の審査結果を報告した上、

その報告につき理事会及び評議員会の承認を経て、その氏名を会員に公示する。評議員

選任基準に適合しない者については、必要に応じ、その審査結果を会員に公示し、又は

当該評議員候補者に開示する。 

第４条 評議員候補者は、評議員の選任がされる定時会員総会において出席者の過半数の

賛成により評議員に選任される。 

２ 過半数の賛成を得た者を合計すると評議員の数が２００名を超えることになるとき

は、賛成数の多い者から順に２００名に達するまでの者をもって評議員に選任されたも

のとする。 

 附  則 

１ この規則は、決議の時から施行する. 

２ 第２条第１項及び第３条第１項の規定は、平成２６年までの定時会員総会において選

任される評議員については、適用しない。 

３ 第２条（1）の規定は平成２９年までの定時会員総会において選任される評議員につい

ては、適用しない。  

４ この規則は、評議員会の決議により改正することができる。 

 

 

 


